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羽幌町各会計決算特別委員会会議録 

 

〇議事日程（第１号） 

平成２９年９月１４日（木曜日） 午前１１時１２分開会 

 

第 １ 認定第 １号 平成２８年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定について     

第 ２ 認定第 ２号 平成２８年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

           について                          

第 ３ 認定第 ３号 平成２８年度羽幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に 

           ついて                           

第 ４ 認定第 ４号 平成２８年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて                            

第 ５ 認定第 ５号 平成２８年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て                             

第 ６ 認定第 ６号 平成２８年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて                            

第 ７ 認定第 ７号 平成２８年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて                            

第 ８ 認定第 ８号 平成２８年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定について 

 

〇出席委員（１１名） 

    １番 村 田 定 人 君      ２番 金 木 直 文 君 

        ３番 阿 部 和 也 君      ４番 船 本 秀 雄 君 

        ５番 小 寺 光 一 君      ６番 熊 谷 俊 幸 君 

        ７番 平 山 美知子 君      ８番 磯 野   直 君 

        ９番 逢 坂 照 雄 君     １０番 寺 沢 孝 毅 君 

      １１番 森     淳 君 

 

〇欠席委員（０名） 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した人 

     町     長    駒 井 久 晃 君                

     副 町 長    江 良   貢 君                

     監 査 委 員    鈴 木 典 生 君                

     教 育 長    山 口 芳 徳 君                

     会 計 管 理 者    三 浦 義 之 君                
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     総 務 課 長    飯 作 昌 巳 君                

     総 務 課                             
     電算共同化推進室長    金 子 伸 二 君                
     兼電算管理係長                             

     総務課総務係長    伊 藤 雅 紀 君                
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     財務課財政係長    葛 西 健 二 君                

     財務課経理係長    越 谷 弘 和 君                
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     財務課管財係長    清 水 聡 志 君                

     町民課長兼住宅係長    室 谷 眞 二 君                

     町民課総合受付係長    蟻 戸 貴 之 君                
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     健康支援課介護保険係長    金 丸 貴 典 君                

     健康支援課保健係長    村 上   達 君                
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     地域包括支援    脇 坂 千 恵 君                
     センター係主査                             
     健 康 支 援 課                             
     地域包括支援    高 本 勇 一 君                
     センター係主査                             

     建 設 課 長    三 上 敏 文 君                

          建設課主任技師    石 川 隆 一 君 
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          建設課主任技師    笹 浪   満 君                

          建 設 課 主 幹    上 田 章 裕 君 
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上下水道課長    宮 崎 寧 大 君              
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〇職務のため出席した事務局職員 

     議会事務局長    井 上   顕 君                

     総 務 係 長    杉 野   浩 君                

     書 記    土清水   彬 君                
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    ◎委員長挨拶 

〇金木委員長 議事に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 さきの本会議において本委員会が設置され、委員長に私が、副委員長に平山委員が指名

を受けたわけであります。力量不足の点ご容赦をいただき、ご協力をお願いをする次第で

あります。この決算特別委員会は、現行予算の執行や新年度予算の編成にもつながる大事

な審査となります。町の各会計予算も一般会計と特別会計等を合わせると８会計に及び、

その内容も多岐にわたっております。議会が決定した予算が適正に執行されたかどうか、

行政効果や経済効果はどうか、また今後の行財政運営にどう役立てて改善していくか、工

夫すべき点はないか等の観点から評価をする極めて重要な意味を持っております。慎重な

審議はもちろんでありますが、理事者側及び各委員におかれましては簡潔な質疑、答弁な

ど、本委員会の円滑な進行にご協力賜りますようお願いを申し上げ、開会に当たっての挨

拶といたします。 

 

    ◎開会の宣告 

〇金木委員長 ただいまから羽幌町各会計決算特別委員会を開会します。 

 本日の欠席並びに遅刻届はありません。 

 

（開会 午前１１時１２分） 

 

    ◎開議の宣告 

〇金木委員長 これから本日の会議を開きます。 

 

    ◎認定第１号～認定第８号 

〇金木委員長 本委員会に付託された認定第１号 平成２８年度羽幌町一般会計歳入歳出

決算認定について、認定第２号 平成２８年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について、認定第３号 平成２８年度羽幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について、認定第４号 平成２８年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について、認定第５号 平成２８年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、認定第６号 平成２８年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、

認定第７号 平成２８年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定

第８号 平成２８年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定について、以上８件を一

括議題とします。 

 次に、審査の方法についてお諮りします。本委員会では、計数の照合審査など監査委員

の審査と重複することを避け、適正な執行状況並びに行財政効果等について綿密に審査す

べきであり、監査委員の監査報告を信頼し、問題となる経理がない限り監査意見書に基づ

いて審査を進めたいと思います。 
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 なお、審査に当たって証拠書類の検閲が必要となった場合、地方自治法第９８条の検査

権あるいは同法第１００条の調査権の特別委員会への委任についての議決がなければ、証

拠書類の提出を求めることができないという行政実例があります。したがって、本委員会

では、同法第９８条の検査権等の委任に基づく行使によらず、まず決算書に対する監査委

員の審査意見について報告を求め、その後財務課長から決算認定資料等に対する説明、次

いで上下水道課長から水道事業決算報告書の内容説明を受けた後、理事者側に対する質疑

を行う方法で審査を進めていきたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま申し上げましたとおり審査することに決定しました。 

 それでは、代表監査委員から決算審査意見書の説明を求めます。 

 代表監査委員、鈴木典生君。 

〇鈴木代表監査委員 ただいま議題となりました平成２８年度羽幌町一般会計及び特別会

計歳入歳出決算並びに基金運用状況審査意見書の内容についてご説明を申し上げます。 

 審査の意見は、船本監査委員と合議に基づくものでございます。 

 次のページをお開き願います。第１、審査の対象は、平成２８年度一般会計と６つの特

別会計、合わせて７会計でございます。第２、審査の期間でありますが、平成２９年８月

３日から同年８月３０日までの期間であります。第３、審査の方法及び範囲についてであ

りますが、平成２８年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収

支に関する調書、財産に関する調書等について、関係法令に準拠して調製されているか、

予算は適正に執行されているか、計数が証拠書類に符合しているか、財政運営は健全かな

どに主眼を置き、必要に応じて関係職員からの説明を聴取するなどの方法により審査を実

施したところでございます。なお、現金、預金残高並びに証書類等の確認については、定

期監査及び例月出納検査の結果を踏まえて審査を行いました。第４、審査の結果でござい

ますが、審査に付された一般会計及び特別会計歳入歳出決算書及び附属書類等は関係法令

で定める様式に基づき作成されており、それぞれの内容を精査した結果、その計数はいず

れも正確であり、財務に関する事務の執行についても適正に処理されたものと認められま

した。 

 ２ページをお開き願います。一般会計及び特別会計の決算総括表であります。合計欄で

申し上げますと、予算現額は１０３億６１７万円で、歳入決算額は９８億２，６２７万５，

３８３円、執行率は９５．３％であります。これに対しまして、歳出決算額は９５億４，

３９３万８，８２２円、執行率は９２．６％で、歳入歳出差引額２億８，２３３万６，５

６１円となっております。一般会計では、剰余金２億１，９３６万６，０７８円のうち１

億５，０００万円を地方自治法第２３３条の２の規定による羽幌町減債基金に繰り入れし、

残りの６，９３６万６，０７８円は翌年度に繰り越しております。また、特別会計の剰余

金につきましては、いずれも翌年度へ繰り越しております。 
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 ３ページをお開き願います。最初に、一般会計について申し上げます。１の概要であり

ますが、一般会計の決算収支状況は第１表のとおりであります。歳入総額７０億８，１２

８万８，０００円から歳出総額６８億６，１９２万２，０００円を差し引いた形式収支は

２億１，９３６万６，０００円の黒字であり、この額から翌年度へ繰り越すべき財源とな

る繰越明許費充当額１，７３３万９，０００円を差し引いた実質収支額は２億２０２万７，

０００円の黒字決算となっております。また、当年度の実質収支額から前年度の実質収支

額を差し引いた単年度収支額は、１億８，０６９万５，０００円の赤字となっております。 

 ４ページをお開き願います。２の歳入についてであります。歳入の決算状況は第２表の

とおりであり、調定額７１億３，７７３万円に対し、収入済額７０億８，１２８万８，０

００円、収入率９９．２％、執行率９５．６％となっております。前年度と比較すると、

収入済額は７億３，３４８万２，０００円、１１．６％、収入率も１．１ポイント増加し

ておりますが、執行率は３．９ポイントの減少となっております。不納欠損額は２５７万

５，０００円で、そのうち町税が２４９万７，０００円となっており、全体の９７％を占

めております。また、前年度と比較し、税外を含む欠損額総体では１７０万、３９．８％

減少しております。収入未済額は５，３８６万７，０００円で、翌年度繰越事業費充当と

して措置されました国庫補助金を除く５，３２８万３，０００円と同じく繰越事業費充当

分を除く前年度５，４３６万１，０００円を比較すると１０７万８，０００円、２．０％

減少しております。うち町税は４，５３８万３，０００円で、前年度と比較し、２２万円、

０．５％減少しております。また、収入未済額に占める町税の割合は全体の８５．２％を

占めており、その内訳は、町民税、個人で３４２万９，０００円、固定資産税３，７７５

万１，０００円、軽自動車税１万５，０００円、都市計画税４１８万８，０００円であり

ます。税外収入は７９０万円で、前年度の８７５万８，０００円と比較し、８５万８，０

００円減少しております。その内訳は、使用料及び手数料では公営住宅使用料７８５万３，

０００円、財産収入では土地貸付収入４万７，０００円であります。当年度は町税及び税

外の収入済額は８億９，２０５万３，０００円で、前年度を２，３１０万６，０００円、

２．７ポイント上回っております。その主とするものは、町民税１，１６９万８，０００

円の増と、汚水処理施設共同整備事業の供用開始により、新たにし尿処理手数料１，５８

８万２，０００円が町の収入となったことによるものであります。地域の経済状況が厳し

さを増す中で、自主財源である町税の収納環境もますます厳しくなることが予想されます

が、今後とも税負担の公平、適正と、さらには税収の確保に向けて最善の努力を尽くされ

るよう望むものであります。ただいま申し上げました不納欠損額及び収入未済額の内容は、

認定資料の２５ページから２７ページに記載されております。 

 次に、５ページをお開き願います。３、歳入決算構成であります。決算認定資料１２ペ

ージの記載内容に基づき、普通会計ベースで一般財源と特定財源及び自主財源と依存財源

に分類しますと、第３表と第４表のとおりであります。第３表では、決算額に占める一般

財源は４３億５，９１８万円で、前年に比較し、町税が増となったものの、地方交付税の
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減によりまして７，５１９万３，０００円、１．７％減少しております。また、特定財源

は２７億２，２１０万８，０００円で、寄附金が減となったものの、国庫支出金及び町債

等の増により８億８６７万５，０００円、４２．３％増加しております。構成比率では、

一般財源６１．６％、特定財源３８．４％となっており、前年度に比較し、一般財源が８．

３ポイント低下しております。 

 次に、第４表でありますが、自主財源は１４億３，８７９万８，０００円で、この主要

部分を占める町税は７億１，１７４万９，０００円であり、前年度と比較すると１，３２

２万２，０００円、１．９％増加しております。表中ほどの構成比率では、自主財源２０．

３％、依存財源７９．７％となっており、前年度に比較し、自主財源が０．１ポイント低

下しております。 

 ６ページをお開き願います。４の歳出でありますが、歳出の決算状況は第５表のとおり

であります。予算現額７４億６８２万６，０００円に対し、支出済額は６８億６，１９２

万２，０００円で、翌年度へ繰り越す１，７９２万３，０００円を差し引くと不用額は５

億２，６９８万１，０００円となり、予算の執行率は９２．６％となっております。前年

度に比較して支出済額で９億３，０２６万８，０００円、１５．７％増加し、予算執行率

では０．４ポイント低下しております。また、翌年度繰越額は８，２４３万５，０００円、

８２．１％の減、不用額は１億８，０６０万８，０００円、５２．１％増加しております。

不用額の予算現額に対する割合は１．７ポイント増加しております。 

 次の５表の下段の記載内容につきましては、７ページでご説明を申し上げます。７ペー

ジをお開き願います。款別の歳出決算状況は第６表のとおりでありますが、構成比の高い

ものでは教育費、民生費、諸支出金、土木費、公債費となっており、これらで支出済額の

７３．６％を占めております。表の一番右に対前年度との比較をあらわしておりますが、

主な款別の増減内訳についてご説明をいたします。まず、総務費では７，３５２万円、１

５．４％の減であります。減となった主なものは、財政調整基金積立金３，６６８万８，

０００円、まちづくり応援基金積立金３，３８５万１，０００円などであります。次に、

民生費では１億５，３３９万１，０００円、１３．９％の増となっております。増となっ

た主なものは、臨時福祉給付金５，６９５万５，０００円、地域密着型サービス事業所整

備事業補助金４，６１４万８，０００円などであります。次に、衛生費では６，１２０万

５，０００円、１３．４％の増となっておりますが、増となった主なものは、汚水処理施

設共同整備事業、ミックス事業の供用開始により、し尿処理事業負担金２，２２０万円、

し尿処理収集運搬等業務委託料１，７７６万４，０００円、し尿前処理施設運転管理等業

務委託料９７０万９，０００円などであります。次に、農林水産業費では１，５９６万４，

０００円、５．６％の減となっております。これは主として焼尻めん羊牧場堆肥所整備工

事請負費１，９０１万９，０００円の減によるものであります。次に、商工費では６，６

６２万５，０００円、３１．３％の増でありますが、これは主としていきいき交流センタ

ー地下ピット改修工事請負費５，２００万２，０００円の増によるものであります。土木
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費では１億３，８７９万円、２０．３％の増であります。これは主として、橋梁補修工事

請負費６，８６０万２，０００円、公営住宅建設工事請負費７，３２４万２，０００円な

どの増によるものであります。消防費では６，６４２万６，０００円、１９．２％の減で

ありますが、これは主として北留萌消防組合負担金、消防救急デジタル無線整備事業の完

了等によりまして６，４７９万３，０００円の減によるものであります。教育費では６億

４，０９０万４，０００円、８８％の増でありますが、これは羽幌小学校改築工事請負費

５億６，９６１万５，０００円の増などによるものであります。次の災害復旧費では９４

８万４，０００円、９６．４％の減でありますが、これは主として林業施設災害復旧工事

請負費８４２万４，０００円が減少したことによるものであります。次の公債費では４，

６１２万７，０００円、６．７％の増でありますが、これは主として、平成２７年度の起

債から通常３カ年の据置期間がある起債の償還を据置期間をとらずに償還を開始したこと

により、今年度については元金の償還金が増となったことによるものであります。 

 ８ページをお開き願います。歳出決算構成であります。決算認定資料の１３ページにあ

ります款別性質別決算額調べなどに基づき、歳出決算額を性質別に区分すると第７表のと

おりであります。決算額に占める義務的経費は２２億３，８４７万６，０００円で、前年

度に比較し、人件費は減となっておりますが、扶助費、公債費の増により９，６８３万円、

４．５％増加しております。また、投資的経費は１３億５，２２３万６，０００円で、前

年度に比較し、災害復旧費は減となっておりますが、普通建設費の増により７億２，０７

５万７，０００円、１１４．１％増加しております。構成比率では、義務的経費３２．６

％、投資的経費１９．７％となっており、前年度と比較し、義務的経費が３．５ポイント

低下し、投資的経費が９．１ポイント上昇しております。 

 ９ページをお開き願います。６の財政指標であります。普通会計における財政力の動向、

財政構造の弾力性を判断する主要財務比率の年度別推移は次の表のとおりであります。ア、

財政力指数は財政上の能力を示す指数で、指数が１に近いほど財政力が強いとされており

ます。本年度は０.１９２で、前年度より微増しております。次のイ、経常収支比率は財

政構造の弾力性を示す指標で、比率が高いほど財政の硬直化が進んでおり、通常７５％程

度におさまることが妥当と考えられております。本年度は８３．７％で、前年度より２．

４ポイント上回っております。次のウ、経常一般財源比率は経常的に収支される税等の一

般財源の額と標準財政規模との対比で、１００を超え、その度合いが高いほど経常一般財

源に余裕があるとされております。本年度は９７．０％で、前年度より０．８ポイント上

回っております。次のエ、人件費比率は本年度１４．９％となっており、前年度と比較し

２．５ポイント下回っております。 

 １０ページをお開き願います。７、財産に関する調書であります。平成２８年度におけ

る財産の増減及び現在高は次の表に掲げるとおりでありますが、ごらんをいただくことに

より、説明は省略させていただきます。 

 １２ページをお開き願います。特別会計について申し上げます。最初に、国民健康保険
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事業特別会計についてであります。概要は記載のとおりであります。歳入総額から歳出総

額を差し引いた額及び実質収支額とも１，４９７万１，０００円の黒字決算となっており

ます。 

 次に、下段の２、歳入では、自主財源である保険税の収入状況は次のページの第２表の

とおりであります。次のページをお開き願います。調定額２億１，４９５万６，０００円

に対し、収入済額は２億２３８万３，０００円、収入率９４．２％、執行率９８．４％と

なっております。前年度と比較しますと、収入済額は３６３万９，０００円、１．８％減

少し、収入率においては現年度分で０．３ポイント、滞納繰り越し分で４．９ポイント減

少していますが、総体では０．４ポイント上昇しております。また、執行率、収入未済額

については記載のとおりであります。今後とも健全な事業運営に向け、収入率の向上に一

層努められますよう要望いたすものであります。 

 ３の歳出につきましては、ごらんをいただくことにより、説明は省略いたします。 

 １４ページをお開き願います。下水道事業特別会計について申し上げます。概要は記載

のとおりであります。歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は４，０００円であり

ますが、継続費の逓次繰越充当額４，０００円を差し引いた実質収支額はゼロ円の決算と

なっております。以下、説明は省略させていただきます。 

 １５ページをお開き願います。２の歳入及び歳出でありますが、款別歳入歳出決算状況

は第２表のとおりであります。概要を申し上げますと、前年度に比較して歳入では５億３，

２７９万４，０００円、５８．２％、歳出では５億３，２７９万７，０００円、５８．２

％、いずれも減少しております。これは、事業費で羽幌町汚水処理施設共同整備事業前処

理施設建設工事委託料の減が主な要因であります。水洗化の普及状況は、接続可能区域内

人口６，０８７人に対し、既接続人口は３，９３２人で、水洗化率は前年度に比較して２

ポイント上昇し、６４．６％となっております。 

 次に、１６ページをお開き願います。簡易水道事業特別会計について申し上げます。決

算収支状況は第１表のとおりでありますが、歳入総額から歳出総額を差し引いた額及び実

質収支額とも１８万円の黒字決算となっております。ページの中ほどに記載の年間配水量

等について申し上げますと、年間配水量は５万６，３９１立方メートル、有収水量は３万

６，３８２立方メートルで、有収率は前年度に比較して３．２ポイント減少し、６４．５

％となっております。今後とも施設の維持管理を徹底されるとともに、有収率の向上に一

層努力されるよう期待するものでございます。 

 １７ページをお開き願います。２の歳入及び歳出であります。第２表の説明を省略しま

して、下段の水道使用料の地区別収納状況でありますが、天売、焼尻２地区の収納状況は、

調定額１，７９１万７，０００円に対し、収入済額１，７３０万６，０００円で、収入率

９６．６％となっております。前年度と比較すると、収入済額は１０万３，０００円、０．

６％増加し、収入率で２．６ポイント増加しております。 

 １８ページをお開き願います。介護保険事業特別会計について申し上げます。決算の収
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支状況は第１表のとおりでありますが、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定を合わせ

た歳入総額から歳出総額を差し引いた額及び実質収支額とも４，７７３万４，０００円の

黒字決算となっております。 

 １９ページをお開き願います。２の歳入及び歳出でありますが、款別歳入歳出決算状況

の下段の（２）、介護サービス事業勘定の歳出の事業費が前年度に比較し１，２５３万１，

０００円増加しておりますが、これは主としてケアマネジャーの増員及びデイサービスセ

ンターほか外部改修工事請負費の増によるものであります。 

 ２０ページをお開き願います。後期高齢者医療特別会計について申し上げます。決算収

支状況は第１表のとおりでありますが、歳入総額から歳出総額を差し引いた額及び実質収

支額とも８万１，０００円の黒字決算となっております。以下、内容につきましては省略

させていただきます。 

 ２２ページをお開き願います。港湾上屋事業特別会計について申し上げます。決算収支

状況は第１表のとおりであります。歳入総額及び歳出総額は１，５６４万２，０００円の

同額であり、差し引いた額及び実質収支額ともゼロ円の決算となっております。決算収支

状況を前年度と比較すると、歳入歳出とも６３７万円、２８．９％それぞれ減少しており

ます。以下、内容は省略させていただきます。 

 ２４ページをお開き願います。各基金の決算状況であります。各基金は設置目的に沿っ

て適正に処理されており、基金別決算状況は次の表に掲げるとおりであります。年度末現

在高の合計額は１７基金、３７億３，５３４万６，０００円であります。前年度に比較し

て３億３，８６８万６，０００円増加しております。各基金額及び増減内訳は記載のとお

りであります。 

 ２５ページをお開き願います。不納欠損処分の事由別状況について申し上げます。一般

会計及び国民健康保険事業、後期高齢者医療、介護保険事業、下水道事業特別会計の不納

欠損処分の事由別状況は次表に掲げるとおりであり、適法に処理されております。不納欠

損額は、関係法令の定めるところにより消滅時効などの成立により処理されたものであり

ます。一般会計では税で９件、２４９万７，５００円、税外では１件、７万７，９６８円、

国民健康保険税では２件、２万６，６００円、後期高齢者医療保険料では１件、５，１０

０円、介護保険料４件、９万３，６００円、下水道使用料１件、２，８８０円、合計１８

件、２７０万３，６４８円となっております。決算認定資料の２８ページから２９ページ

に記載されております。 

 ２６ページをお開き願います。繰越明許費事業調べであります。２８ページの継続費逓

次繰越事業調べとあわせまして平成２８年開催の第５回定例会及び平成２９年開催の第４

回定例会において議決されたものでありますので、内容は省略させていただきます。 

 ２９ページをお開き願います。平成２８年度羽幌町定額基金運用状況審査意見書の内容

について説明を申し上げます。１、審査の対象は、羽幌町奨学基金及び羽幌町中小企業経

営安定支援基金であります。２、審査の期日は、平成２９年８月２１日であります。３、
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審査の方法は、地方自治法第２４１条第５項の規定により、審査に付された基金運用状況

調書について各関係諸帳簿、証書類等の確認を行ったものであります。審査の結果であり

ますが、基金運用状況調書は関係諸帳簿、証書類と符合しており、適正に運用されている

ことが認められました。 

 ３０ページをお開き願います。基金運用状況調書であります。羽幌町奨学基金でありま

すが、中ほどにあります本年度運用状況では、貸付金返済金額は５人で９４万４，０００

円、貸付金額は新規４人、継続４人の計８人で１９２万円となっております。本年度末現

在高は、預金で８２０万８，０００円、貸付金は１３名で６５１万２，０００円、計では

前年度末現在高と同じく１，４７２万円となっております。なお、羽幌町中小企業経営安

定支援基金につきましては、平成２８年度の貸し付けはありませんでした。 

 以上で一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算並びに定額基金運用状況についての決算

審査の内容とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 

 引き続きまして、平成２８年度羽幌町水道事業会計決算審査意見の内容についてご説明

を申し上げます。 

 本審査の意見につきましても、船本監査委員との合議によるものであります。 

 次の１ページをお開き願います。１、審査の概要でございますが、１、審査の対象は次

の（１）から（７）まで記載のとおりであります。２、審査の期間は、平成２９年６月１

日から６月１２日までであります。３、審査の方法としましては、決算審査に当たっては、

決算報告書、財務諸表、事業報告書、附属書類等に基づき計数の照合など、事業が経済性

を発揮し、公共の福祉を増進するよう運営されているかに重点を置き審査するとともに、

必要に応じて関係職員から説明を受けて審査の参考といたしました。 

 第２、審査の結果でございますが、１、決算諸表について、審査に付された決算諸表は

関係法令に準拠して作成されており、それぞれの内容を精査した結果、その計数は正確で

あり、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているものと認められました。 

 ２、経営状況について、（１）、経営成績でありますが、当年度は税抜き決算で総収益

２億２，７３９万８，０００円に対し、総費用は１億７，７５２万１，０００円となって

おり、２ページをお開き願います。差し引き４，９８７万７，０００円が当年度純利益で、

前年度と比較すると３９４万２，０００円、８．６％増加しております。総収益は前年度

に比較すると２６４万５，０００円、１．１％減少しておりますが、これは主として給水

収益１０７万円、０．５％の減少によるものであります。また、総費用は前年度に比較す

ると６５８万７，０００円、３．６％減少しておりますが、これは総係費の人件費及びシ

ステム賃借料２６０万２，０００円の減、減価償却費２１６万７，０００円の減が主な要

因であります。なお、事業の経営内容を把握するため、全国平均値と比較すると次のとお

りであります。アの財務比率でありますが、事業の財政状態の短期流動性、長期健全性の

良否をあらわす財務比率を算出すると次の表のとおりであります。（ア）、流動比率は平

均値を上回っており、短期債務に対する支払い能力は依然良好であると見ることができま
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す。（イ）、自己資本構成比率も前年度より２．１％回復しておりますが、全国平均値に

は達しておりません。これは、施設建設費に要した企業債の影響が残っているものであり

ます。（ウ）、固定資産対長期資本比率も前年度数値及び平均値を下回っており、８０％

台となっております。比率は１００％以下であることが望ましく、良好に推移しているも

のと思われます。 

 イの収益比率でありますが、３ページをお開き願います。収益性を示す数値で、比率が

高いほどその収益性が高いことをあらわしております。営業収支比率は１３４．０％と平

均値を上回っております。また、総収支比率は総費用の減により３．２ポイント増加して

おります。総資本利益率も、企業債等が減となったことから分母であります期末負債、資

本合計額が減少し、０．２ポイント上昇しております。 

 ウの施設利用率であります。施設の利用状況の良否を総合的に表示する施設利用率は、

１日平均配水量の増加により、前年度より０．２ポイント増加し、平均値を上回っており

ます。また、有収率は漏水修繕により改善はしていますが、依然として平均を下回ってい

ることから、さらなる改善を望むものであります。 

 ４ページをお開き願います。エの労働生産性は職員１人当たりの労働生産性を最も端的

にあらわしているものであります。いずれも前年度数値を下回ったものの、営業収益は平

均値を上回っており、給水人口及び有収水量につきましてもほぼ平均値並みを維持してお

ります。 

 次に、オの料金に関する比較ですが、有収水量１立方メートル当たりの供給単価は３１

６円２５銭、給水原価は２４９円８０銭となっており、差し引き６６円４５銭の供給益が

生じております。回収率は１２６．６％と平均値を上回っており、前年度に比較すると２．

９ポイント増加しております。 

 ５ページをお開き願います。（２）の結びでございますが、将来に向け安定した給水確

保と水道施設の延命化を図るため、量水器取りかえ工事及び老朽化した配水管布設替工事

など計画的な補修等の事業を行い、主要施設の整備が進められてまいりました。また、経

営の健全化を推し進めるべく鋭意努力されておりますが、事業運営の柱となる水需要につ

いては人口減少や各種産業の低迷などにより将来的にも大幅な増加は見込めないことから、

今後とも効率的な事業運営と経費の縮減等を図り、安全で安心できる良質な水道水の供給

に取り組まれますよう望むものであります。なお、給水未収金は、前年度と比較し、２３

万円、４．４％減少しております。計画的な対策により給水収益の確保に努力しているこ

とが見受けられますが、一層の工夫をされ、未収金の解消に努められるよう要望いたしま

す。 

 次の（３）、決算審査資料の第１表は、業務実績を前年度と比較し、あらわしたもので

あります。ごらんをいただきまして、説明は省略をいたします。 

 ６ページをお開き願います。第２表、決算額比較表であります。収益的収支であります

が、２８年度消費税差し引き後の決算額の下段にあります収支差引額のとおり、純利益は
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４，９８７万６，７０３円となっております。次に、資本的収支、下段の収支差引額７，

５９６万７，６２７円の不足額は、建設改良費は損益勘定留保資金等から、また企業債償

還金については減債基金等により補填をしております。 

 ７ページをお開き願います。第３表、比較損益計算書であります。当該年度中に得まし

た収益と費用をあらわしたものでありますが、第２表で申し上げましたとおり、２８年度

の純利益は下段に記載の４，９８７万６，７０３円となっております。 

 ８ページをお開き願います。第４表は、財産、財政状況を総括的にあらわした比較貸借

対照表であります。左側の資産の部の下段の合計額は２１億７，１６２万９，５１４円で、

内訳は固定資産が１７億９，０９１万１，７４９円、流動資産３億８，０７１万７，７６

５円であります。前年度に比較し、１，４４８万２，８９２円、０．７％の減少となって

おります。次に、右側の負債、資本の部につきましても大きく増減をしているのは固定負

債であり、企業債が減額になったことによるものであります。 

 以上で水道事業会計審査意見の内容説明とさせていただきます。よろしくお願いを申し

上げます。 

〇金木委員長 昼食のため暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時５９分 

再開 午後 １時００分 

 

〇金木委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、財務課長から決算認定資料等の内容説明を求めます。 

 財務課長、大平良治君。 

〇大平財務課長 それでは、私から決算書に基づきまして説明をさせていただきます。 

 決算書の一番後ろのピンク色の紙をお開き願います。平成２８年度羽幌町各会計決算認

定資料となっております。もう一枚めくっていただきますと目次になっておりますけれど

も、これもめくっていただき、１ページをごらんいただきます。第１表、平成２８年度羽

幌町各会計別決算総括表についてご説明いたします。一般会計の差し引き、決算額、Ｂ欄

で２億１，９３６万６，０７８円の剰余金となっておりますが、備考欄に記載のとおり、

地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰り入れを１億５，０００万円行っておりま

す。この規定につきましては、剰余金の全部または一部を翌年度に繰り越さず基金に編入

することができることとなっておりますことから、剰余金のうち１億５，０００万円を減

債基金に繰り入れし、翌年度への繰越金は６，９３６万６，０７８円とするものでござい

ます。 

 国民健康保険事業特別会計以下の特別会計につきましては、第３表の決算額比較表でご

説明いたします。 

 ２ページをお開き願います。第２表、決算の状況に関する調べ、一般会計でございます。
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平成２８年度の歳入総額、Ａ欄では７０億８，１２８万８，０００円、歳出総額、Ｂ欄で

は６８億６，１９２万２，０００円、歳入歳出差引額、Ｃ欄では２億１，９３６万６，０

００円となり、これが剰余額となります。区分で翌年度に繰り越すべき財源と縦書きで記

載しておりますが、Ｅ欄、繰越明許費の平成２８年度１，７３３万９，０００円は翌年度

へ繰り越しを行った財源であり、Ｊ欄、実質収支は繰越明許費を剰余額から差し引いた額

となり、２億２０２万７，０００円となります。次の財政再建債等未償還元金はございま

せんので、Ｏ欄も同額となります。このように２億２０２万７，０００円の黒字決算とな

っておりますが、前年度からの黒字分も含んでおりますので、それを除いたＰ欄、単年度

収支は１億８，０６９万５，０００円の赤字となるものであります。また、２８年度中の

黒字要素となる財政調整基金への積立金、Ｑ欄は４４万７，０００円、地方債の繰上償還

金、Ｒ欄が１００万円、これらを考慮した一番下の数字、Ｔ欄、実質単年度収支は１億７，

９２４万８，０００円の赤字となるものであります。 

 次に、３ページの第３表、一般会計款別決算額比較表の歳入については、町長からの説

明をもって省略をさせていただきます。 

 次に、４ページ、一般会計の歳出でございますが、監査委員から審査意見がございまし

たので、説明は省略をさせていただきます。 

 次に、５ページ、国民健康保険事業特別会計でございます。歳出合計で前年度対比約６，

８７９万円の減は、医療費の減少に伴い、２款保険給付費や７款共同事業拠出金が減少し

たことが主なものでございます。 

 次、６ページをお開き願います。後期高齢者医療特別会計でございます。歳出合計で前

年度対比約２３６万円の減は、療養給付費等に要する費用が減少したことに伴い、２款後

期高齢者医療広域連合納付金が減少したことによるものでございます。 

 次に、７ページ、介護保険事業特別会計の保険事業勘定でございます。歳出合計で対前

年度比約１，０４２万円の増は、１人当たりの介護サービス利用率の上昇に伴い、２款保

険給付費が増加したことによるものでございます。 

 次に、８ページをお開き願います。介護サービス事業勘定でございます。歳出合計で前

年度対比約１，１３３万円の増は、２款事業費でケアマネジャーの増員及びデイサービス

センター外部改修工事の増が主なものでございます。 

 次に、９ページ、下水道事業特別会計でございます。歳出合計で前年度対比約５億３，

２８０万円の減は、２款事業費でミックス処理施設建設工事が完了したことが主なもので

ございます。 

 次に、１０ページをお開き願います。簡易水道事業特別会計でございます。歳出合計で

前年度対比約６６万円の増は、１款簡易水道費で天売浄水場の備品購入費の増が主なもの

でございます。 

 次に、１１ページ、港湾上屋事業特別会計でございます。歳出合計で前年度対比約６３

７万円の減は、１款港湾施設費で焼尻港旅客上屋トイレ改修工事が完了したことが主なも
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のでございます。 

 次に、１２ページをお開き願います。第４表、経常収支等の状況に関する調べでござい

ます。左側の表、１、収入の状況では、決算額において、その収入が臨時的なものなのか、

経常的なものなのか、またその使途が特定されているのか、特定されていない一般財源な

のかをあらわしております。次に、右の表の２、支出の状況では、性質別区分の決算額、

Ａ欄のうち経常的な支出額、Ｃ欄に対して一般財源がどれだけ充当されているかをあらわ

しております。これらの結果をもとに算定した経常収支比率を含め、関係数値につきまし

ては右側の下段、３、各種指標に記載しておりますので、ごらんをいただき、説明は省略

をさせていただきます。 

 次に、１３ページの第５表、款別性質別決算額調べでございますが、普通会計の決算額

を款ごとに性質別にあらわしたものでございます。説明は省略をさせていただきます。 

 次、１４ページをお開き願います。第６表、事業効果表の一般会計総括表でございます。

この内訳といたしまして、次の１５ページから２２ページまで、重立った投資的事業につ

きまして会計別、款別に区分をし、事業ごとに決算額、事業内容などを載せております。

ごらんをいただきまして、説明は省略をさせていただきます。 

 次に、２３ページの第７表をお開き願います。歳入歳出の決算状況を目的別にグラフに

あらわしたものであります。左側の歳入の円グラフですが、歳入の約半分を交付税が占め

ている状況にあります。また、右側の歳出総額では、羽幌小学校の改築工事費が増加した

１０款教育費と扶助費等が含まれる３款民生費がそれぞれ約２割を占めております。 

 次に、２４ページをお開き願います。第８表、町税の収入額をそれぞれ税目別にグラフ

にあらわしたもので、町民税が約５割、固定資産税が約３割を占め、次に町たばこ税とな

っております。 

 次に、２５ページから２９ページまでの第９表、各会計（税・税外）収入状況につきま

しては、監査委員から審査意見がございましたので、説明は省略をさせていただきます。 

 次に、３０ページをお開き願います。第１０表、給与費決算調書であります。会計区分

では一般会計と特別会計に、職員数では特別職、一般職に分け、給与費では報酬、給料、

職員手当等に分けたものでございます。下の欄で前年度と比較しており、差し引きの一番

右側、合計欄では４５４万３，０００円の減となっております。 

 次に、３１ページ、第１１表でございます。債務負担行為の調べでありますが、一般会

計におきまして決算年度以前に議決をいただき、後年度で支出する内容を記載してござい

ます。事項別の内容は説明を省略させていただきますが、３３ページの表の一番右下の欄

にありますように、次年度以降に一般財源で支出予定されている額は５，６０２万６，０

００円となっております。 

 次に、３４ページをお開き願います。第１２表、地方債施設別現在高調べですが、会計

別に決算年度末の未償還元金の額を記載してございます。まず、一般会計につきましては、

ほとんどが減少しておりますが、学校教育施設の羽幌小学校改築事業と道路、橋梁、河川
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施設の橋梁整備事業の増加に伴い、一般会計総額では前年度より３億６，２７６万円増加

し、２８年度末残高は６４億６，３０５万３，０００円となっております。また、特別会

計を含めた対前年度増減額では７，５３７万４，０００円増加しており、２８年度末残高

は９８億４４９万４，０００円となっております。 

 右の第１３表のグラフは、一般会計の２８年度までの起債の借入額の状況とその分に係

る元金の償還予定額の状況を平成３０年度までグラフにあらわしたものであります。 

 次に、３５ページ、第１４表につきましては、一般会計の決算額を款別、節別に集計し

たものでございます。ごらんをいただきまして、説明は省略をさせていただきます。 

 次に、３６ページ、第１５表、基金運用状況でございますが、監査委員から審査意見が

ございましたので、説明は省略をさせていただきます。 

 次に、３７ページ及び３８ページにつきましては、第１６表、繰越明許費事業調べでご

ざいますが、３７ページは平成２７年度から繰り越した事業の決算状況でございます。ま

た、３８ページは平成２９年度に繰り越した事業の予算でございます。ごらんいただきま

して、説明は省略をさせていただきます。 

 次に、３９ページ、第１７表、継続費逓次繰越事業調べでございますが、継続費におい

て平成２９年度へ逓次繰り越しした予算でございます。ごらんをいただきまして、説明は

省略をさせていただきます。 

 以上で平成２８年度決算資料の説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議の上、

ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

〇金木委員長 次に、上下水道課長から水道事業決算報告書の内容説明を求めます。 

 上下水道課長、宮崎寧大君。 

〇宮崎上下水道課長 それでは、水道事業決算報告書の内容につきましてご説明いたしま

す。 

 １ページをお開き願います。決算報告書につきましては、予算額に対して執行の実績を

示す計算表で、金額はそれぞれ消費税を含んでおります。まず、（１）の収益的収入及び

支出でございますが、収入では、第１款水道事業収益２億４，２５０万３，０００円の予

算額に対し、決算額は２億４，４６０万５，１４８円となっております。次に、支出では、

第１款水道事業費用、予算額２億２，０４１万７，０００円に対し、決算額１億９，２４

４万２，６３３円で、不用額の２，７９７万４，３６７円は営業費用の薬品費、修繕費の

減が主な要因でございます。 

 次に、２ページをお開き願います。（２）の資本的収入及び支出ですが、この収支は投

資的事業に係る経費と過去の設備投資に係る企業債の元金償還が主なものでございます。

当年度の収入はございませんが、次に支出では、第１款資本的支出の決算額は７，７８１

万２，４２７円となっており、収入がないため、この全額につきまして減債積立金及び過

年度分損益勘定留保資金等により補填したところでございます。 

 次に、３ページをお開き願います。３ページから７ページでは財務諸表となっておりま
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して、公営企業会計方式による決算区分に従い作成したものでございます。まず、損益計

算書につきましては、税抜きにより全ての収益と費用を記載し、利益を明らかにしたもの

でございまして、先ほど１ページで説明しました収益的収支の税抜き額及び１３ページの

事業収入、それと事業費に関する事項の内容と一致するものでございます。収益から費用

を差し引いた４，９８７万６，７０３円が２８年度の純利益となっております。 

 次に、４ページをお開き願います。まず、上段の剰余金計算書ですが、表の上段左端に

記載しております資本金の自己資本金とその右側に記載しております剰余金の資本剰余金

につきましては増減はございません。次に、表の中央から右側に記載をしております利益

剰余金のうち減債積立金につきましては、前年度の処分額４，５９３万４，７６２円を加

え、企業債元金償還分５，２９０万７，６２７円を未処分利益剰余金に振りかえた結果、

当年度末残高は１億１，７３３万８，４８８円となっております。次に、未処分利益剰余

金につきましては、前年度の純利益を減債積立金に振りかえ後、減債積立金からの繰り入

れ及び当年度純利益を加え、４億２，８５６万４，５９１円が当年度の未処分利益剰余金

となっております。 

 次に、下段に記載をしております剰余金処分計算書（案）につきましては、先ほどご説

明しました当年度の純利益４，９８７万６，７０３円の全額を減債積立金に積み立て、企

業債元金償還に使用した５，２９０万７，６２７円を資本金へ組み入れし、その結果、翌

年度繰越利益剰余金は３億２，５７８万２６１円でございます。 

 次に、５ページをお開き願います。５ページから７ページは貸借対照表となっておりま

す。資産の部では、固定資産の合計１７億９，０９１万１，７４９円に流動資産の合計３

億８，０７１万７，７６５円を加え、資産の合計は２１億７，１６２万９，５１４円とな

っております。 

 次に、６ページをお開き願います。負債の部では、固定負債の合計８億６，８６３万１，

３０４円と流動負債の合計６，９３８万１，１８６円及び繰り延べ収益の合計１億７，８

６５万４，０９４円を加え、負債の合計は１１億１，６６６万６，５８４円となっており

ます。 

 次に、７ページをお開き願います。資本の部では、資本合計の１０億５，４９６万２，

９３０円と先ほど６ページで説明しました負債合計１１億１，６６６万６，５８４円を加

えた２１億７，１６２万９，５１４円が負債、資本の合計ですが、この額は先ほど説明し

ました資産合計の額と一致するものでございます。 

 次に、８ページをお開き願います。８ページから１５ページは事業報告書でございます。

まず、８ページの概況ですが、給水状況としましては、前年度との比較で、給水戸数は２

０件の減、給水人口は１０４人の減となっております。また、主な工事としまして、量水

器の取りかえや配水管の布設及び布設替等を行い、総額は５，７８４万４，８００円とな

っております。８ページの中段以降につきましては、財政状況を記載しております。 

 次に、９ページをお開き願います。議会での議決事項及び職員に関する事項等を記載し
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ております。内容につきましてはごらんをいただきまして、説明は省略いたします。 

 次に、１０ページをお開き願います。建設改良工事等の概要としまして、工事等の名称、

施工内容、工事費等を記載しております。内容につきましてはごらんをいただきまして、

説明は省略いたします。 

 次に、１２ページに業務量、それから１３ページには事業の収入、支出について科目別

に記載し、それぞれ前年度と比較しております。内容につきましてはごらんをいただきま

して、説明は省略いたします。 

 次に、１４ページをお開き願います。経営分析の結果でございますが、内容につきまし

てはごらんをいただきまして、説明は省略いたします。 

 次に、１５ページをお開き願います。企業債の概況ですが、政府資金及び公庫資金を合

わせた前年度末の残高９億７，５３４万８，２９７円から当年度の償還額５，２９０万７，

６２７円を差し引き、当年度末の未償還残高は９億２，２４４万６７０円となっておりま

す。 

 次に、１６ページをお開き願います。営業給水未収金調書でございます。企業会計では

出納整理期間がございませんが、収入率につきましてはおおむね９８％前後で推移してお

ります。 

 次に、１７ページをお開き願います。附属資料となりまして、キャッシュフロー計算書

でございます。資金につきましては、前年度末から１，８３６万４，６０４円増加し、期

末残高につきましては３億７，２５８万８１９円となっております。これは、先ほど説明

しました貸借対照表の流動資産の現金預金の額と一致するものでございます。 

 次に、１８ページから２１ページに収益、費用、それから２２ページには資本的収支、

それから２３ページに固定資産、２４ページに企業債の明細についてそれぞれ記載をして

おります。内容につきましては、これまでの説明と重複するため、説明は省略いたします。 

 次に、２５ページから２６ページは注記でございます。内容につきましてはごらんをい

ただきまして、説明は省略させていただきます。 

 以上で平成２８年度水道事業会計決算の内容説明とさせていただきます。よろしくご審

議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

〇金木委員長 これより理事者側に対する質疑を行いますが、質疑は決算書に記載された

事業内容等にとどめられるようご協力をお願いいたします。 

 認定第１号 平成２８年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定について、これから質疑を

行います。 

 小寺委員。 

〇小寺委員 まず、数字ではなくて事業ベースでお聞きしたいと思います。 

 ２款総務費、まちづくり応援寄附金推進事業についてお伺いします。２８年度の実績、

件数と金額がわかれば教えてください。 

〇金木委員長 地域振興課酒井課長。 
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〇酒井地域振興課長 お答えいたします。 

 まず、件数なのですけれども、平成２８年度、年間で１，４８７件、金額にいたします

けれども、３，６３７万２，０００円の寄附金をいただいています。 

 以上です。 

〇金木委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 ２７年度との比較でどのくらい差異があるか、ふえているのか減っているの

か、その辺教えていただけますか。 

〇金木委員長 酒井課長。 

〇酒井地域振興課長 ２７年度の件数につきましては現在資料を持っていないので、説明

いたしますけれども、２７年度の寄附金につきましては約７，０００万円の寄附をいただ

いています。 

〇金木委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 ２８年度予算ベースでもそのぐらい、６，０００万円ぐらいの歳入を予想し

て行っているのですけれども、実際は前年度比で、件数はわかりませんけれども、７，０

００万円から３，６００万円に下がってしまったと。この主な原因というか、どのように

評価されていますか。 

〇金木委員長 酒井課長。 

〇酒井地域振興課長 これにつきましては、寄附の方のお気持ちという部分が占める部分

があると思うのですけれども、２８年度と２７年度で大きな違いがありましたのは、一部

返礼品の中身が変わったという点がございました。また、全国的にこの事業に取り組んで

いる市町村が多い状況でありますので、ＰＲですとかその辺がほかの町村よりも劣ってい

た点があるのかなというふうに分析しています。 

〇金木委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 ２８年度でも１，４００件以上の方が羽幌町に思いを持って寄附していただ

いていることなので、ぜひ内容も含めて充実させていただきたいという提案も１つなので

すけれども、例えば２８年度１，４８７件のうち、リピーター率というのは出しているの

でしょうか。前年度も寄附していただいて、２８年度も同じ方が、金額は別にしても、そ

のうちどのぐらいがリピートしていただいているのかなと。もしそういう資料があれば教

えていただきたいと思います。 

〇金木委員長 酒井課長。 

〇酒井地域振興課長 リピーター率につきましては、そこまで分析はしておりません。 

〇金木委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 自分は、ぜひリピーターをふやしていただいて、また来年も羽幌町に寄附を

したいというような方がふえていけば、金額ではないのですけれども、せっかく１，４０

０人の方が羽幌町を思って寄附していただいたわけですから、今年度、来年度も含めてそ

れが、現状をどんどんプラスしていけるような取り組みにしていただきたいなというふう
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に思っています。 

 なぜこういう話をしたかというと、今週の月曜日に羽幌出身の地方の知り合いから連絡

が来て、少ないけれども、羽幌町にこの機会というか、ふるさと応援寄附金という制度を

使って寄附して、品物が届いたのだという話で連絡がありました。その際に、立派な箱を

あけると中には白黒のペーパーが１枚入っていて、ありがとうございますというペーパー

だと思うのですけれども、それがあって、商品に対する何かありましたらここに連絡くだ

さいというところの住所が苫前町でしたと。商品を見て製造者を確認すると苫前町になっ

ていたと。自分は業者はわかりますし、羽幌の工場でつくって、ただ本社が苫前にあるの

で、苫前から送って、連絡は苫前ということで、それが悪いわけではなくて、一言きちん

と添えるだけで、その方が言っていたのは、それを見て、苫前町に間違って寄附してしま

ったのではないかと思ったということをおっしゃっていたのです。本当にそれは、商品が

悪いわけではなくて、一言きちんと、羽幌でつくっている。もらった方も、羽幌のものが

食べたくて、羽幌で加工したものを食べたくて寄附したということも言っていましたので、

本当に小さなことですけれども、一言添えるですとか羽幌町のことを伝えてはいかがだろ

うということは再三私は伝えていたつもりなのですけれども、紙１枚でありがとうござい

ます、またよろしくお願いしますでは、なかなか次の年も寄附してみようというふうには

ならないのではないかなというふうに思います。いろいろな手続等、業者の方にもご迷惑

かけるかもしれませんけれども、１つずつ丁寧にやることでまた来年以降もふえていくの

ではないかなと思いますので、その辺何かもしあればお願いします。 

〇金木委員長 酒井課長。 

〇酒井地域振興課長 お答えします。 

 リピーターのお話に触れさせていただきますけれども、昨年度から、前年度に寄附をい

ただいた方全員に対しまして暑中お見舞い的なおはがきを送付しています。その通信面の

ほうに、寄附をいただいたお金でこういう事業に取り組んでいますというような報告をさ

せていただいているところであります。 

 また、今お話いただきましたその辺の説明ですとかＰＲ等につきましては、不定期なの

ですけれども、返礼品を扱っている方々とお話しする機会がありますので、貴重なご意見

として受けとめていきたいと思います。 

〇金木委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 続いて、７款商工費についてお伺いします。 

 商工業振興事業の中の地域消費活性化事業補助ということで、プレミアム商品券ですと

かワンコインの商店街補助ということで予算化されて、決算が上がっていると思います。

この事業に対しての費用対効果を予算時期にどのように、どういう効果があるので予算立

てして、結果、終了した中でどのような評価をしているか、予算時と決算時の思惑の違い

があるのであれば、その辺も含めて教えてください。 

〇金木委員長 商工観光課熊木課長。 
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〇熊木商工観光課長 それでは、２８年度におきます実施状況をまずお伝えさせていただ

きたいと思います。実施時期につきましては、２８年の６月２８日から８月３１日の間に

実施しております。商品券の総額が３，６００万、町からの補助金が５７０万ということ

で、３，６００万円のうちプレミアム分を２０％の６００万にし、そのうちの９５％、５

７０万円を町からの単費による補助というようなことで実施しております。 

 評価なのですが、事業に対しましては執行率が非常に高かったというようなことでうち

らのほうはとりあえず押さえております。商品の利用、ほぼ１００％に近いというような

ことから、事業としての効果はあったのではないかなというような評価です。 

 以上です。 

〇金木委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 委員長が最初に、費用対効果ですとか経済効果ですとか、そういう面も含め

て審議してくださいということであったので、ちなみに町が５７０万を補助することでの

経済効果、先ほど総事業費は３，６００万ということであったのですけれども、町として

経済効果はどのぐらい波及しているか、その辺、評価の中に入ってくるのかなというふう

に思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇金木委員長 熊木課長。 

〇熊木商工観光課長 お答えいたします。 

 ただ、反省的なものとしての部分におきましては、大型店におきます抑制が一定程度行

われたのですが、一部商店に集中した、あるいは事業実施による効果検証が余り行われて

いないというような部分も認識しております。もう一つは、プレミアム商品券の発行が主

体で、一過性の事業になっているというような部分があります。これらについては、この

事業を起点として商店街におきます振興を図るというような意味合いもあろうかと思うの

ですが、どうしてもそれが商品券を使うことによって消費を一定期間盛り上げるだけとい

うようなことから、そういう部分についてはこれからの課題というような形で評価をした

ところであります。 

〇金木委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 課題をうまく解決していけば、きっと町民に対しても商店に対してもいい事

業になっていくのではないかなと。先ほど課長がおっしゃったように、大体は高評価だと

いうことで、あと課題に関しては、先ほど言ったとおり、大型店に偏ってしまったり。で

も、そういうのはいろんな方策をとることでまた解消できるのではないかなというふうに

思っています。町としてはうまくいった、成果があったということで自分は認識していま

す。 

 そのほか、町とか商店だけではなく、町民の満足度というのも評価の中には入ってくる

のかなと思うのです。町民からの聞き取りはわからないですけれども、商店なり商工会な

どを通じて町民の反応というのは評価の中に入ってきていますでしょうか。 

〇金木委員長 熊木課長。 
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〇熊木商工観光課長 私のほうでは、そこまでは確認を現段階においてしておりません。 

〇金木委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 今後事業を展開する中で、町だけの内部的な評価だけではなく、商工会、商

店、あとは実際使う町民にも何らかの形で聞いて、どのぐらい助かっているのか、それに

よって買い物に行く意欲ですとかそういうのにつながるかというのを調査していただけた

らなというふうに思います。その辺はいかがですか。 

〇金木委員長 熊木課長。 

〇熊木商工観光課長 今後の課題ということで受けとめておきたいと思います。 

〇金木委員長 村田委員。 

〇村田委員 ２款総務費の８目に当たります中の空き家対策についてお伺いしたいと思い

ます。 

 ２８年度は当初予算２００万、期中で補正予算を組みまして増額しておりますが、決算

額は幾らなのかと、あと対象が５項目ありまして、各１から５項目何件ずつあったのか、

それと特定空き家に対する評価といいますか、進捗状況といいますか、そこら辺の評価を

お答えいただきたいと思います。 

〇金木委員長 町民課熊谷係長。 

〇熊谷町民課町民生活係長 では、お答えさせていただきます。 

 ２８年度の空き家対策補助金の利用状況なのですが、解体が１４件、改修が４件の合計

で１８件となっています。この中で、上限が２５万円となります改修につきましては２件

ありました。解体は全て上限が５０万円の解体となっております。残りの２件については

上限５０万円の改修となっております。全体の費用なのですが、１，０００万円の予算に

対しまして支出済額が７９９万２，０００円となっております。 

 次に、空き家対策の特定空き家の進捗状況なのですが、現在空き家について、すぐに改

修が必要だったり、何らかの対策が必要だというように感じたところについては、全て個

人宛てに通知を出しているところです。その回答で改修を進められた方もいらっしゃいま

すし、実は相続放棄をしたのだというような回答をいただいたところについては、現在相

続放棄が実際にされているかどうかというような調査をしているところであります。特定

空き家の内容につきましては、現在まだ所有者の詳細なところを詰めていたり、特定空き

家とすべきかどうかというところの進捗を進めているところという状況になります。 

 以上です。 

〇金木委員長 村田委員。 

〇村田委員 詳しい説明ありがとうございました。この件に関しては終わりますので、続

けてよろしいですか。 

〇金木委員長 どうぞ。 

〇村田委員 ９款消防費の関係で、２８年度に防災行政無線整備に関する調査検討という

ことで１３９万円予算化されております。決算額よりも、調査の結果どのような推移をし
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ているのかお聞きしたいと思います。 

〇金木委員長 総務課飯作課長。 

〇飯作総務課長 お答えをいたします。 

 ただいまご質問のありました防災無線整備基本構想比較検討作成業務ということで２８

年度実施をさせていただきまして、決算額といたしましては１２２万円ほどの決算となっ

ております。これにつきましては、今後羽幌町としまして防災無線を整備していく上で、

どういったものがいいのか、またどういう仕組みのものを採用したらいいのかということ

を検討する際の構想の材料となるものを作成していただいたということでございます。現

在２８年度中にその内容の報告を受けまして、実際今、具体的な内容の分析というところ

を庁内で行っておりまして、今後これらをもとに理事者、それから議会のほうに説明をし

ながら、また協議に向けて進めていきたいという状況でございます。 

〇金木委員長 寺沢委員。 

〇寺沢委員 私からは、商工振興費にかかわる部分について質問したいというふうに思い

ます。 

 旅館ですとかサービス業の事業者から営業用の水道料金の負担がもう少し軽減できない

かという相談を受けたり、あるいは声を聞いたりということがここ数年あるわけなのです

けれども、そういった意味での町の施策としては、現在は製造業の水道料金補助というよ

うなことで、年間１，０００トンを超える部分について１立方メートル当たり６０円とい

う、そういう補助がされているというふうに思います。昨年もこの件について触れたわけ

なのですけれども、副町長が答弁されまして、その規模の町内の製造業者についてはほぼ

網羅されていますよという、そういう答弁がありました。昨年度の決算の中でどれぐらい

の事業者がこの補助の恩恵を受けて、どの程度の予算規模でそれぞれ補助されているのか、

そしてその業態といいますか、業種をまずはお知らせいただければと思います。 

〇金木委員長 商工観光課熊木課長。 

〇熊木商工観光課長 水道の料金に係る実績ということで２８年度の状況報告をさせてい

ただきます。 

 製造業というようなことで５業者、総額で２５６万４，０００円の事業費を交付してい

る状況にあります。 

 以上です。 

〇金木委員長 寺沢委員。 

〇寺沢委員 ５業者というのは全部、製造業、食品ですか、それともその他、もうちょっ

と詳しく業態を知りたいなと思うのですけれども、いかがですか。 

〇金木委員長 熊木課長。 

〇熊木商工観光課長 業種といたしましては、食品が１件、水産業にかかわる部分が３件、

その他、容器をつくる業者が１件の５業者ということになっております。 

〇金木委員長 寺沢委員。 
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〇寺沢委員 年間１，０００トンという水を使わないもっと小さい規模の方々からの声を

僕は聞いているわけなのですけれども、それに対して何か町として応える方法はないので

しょうかというお話を昨年決算委員会でさせていただきました。その結果、副町長のほう

から検討してみたいという、そういうお話もあったのですけれども、その後もしも検討が

されているのであればその経過等をご説明いただければというふうに思いますが、いかが

でしょうか。 

〇金木委員長 熊木課長。 

〇熊木商工観光課長 ２８年の秋に検討した結果ということで説明をさせていただきたい

と思います。 

 今現在は１，０００トンを超える事業者というようなことで、なおかつ雇用等、町にお

いて企業が振興されるというようなことを前提としての政策とのことから、旅館業あるい

はクリーニング業まで入れた場合にどうかというようなことだったのですが、旅館業にお

きましては１，０００トンを超える事業所が２業者、それから５００トンを超える事業所

が７業者、クリーニングについては同じような形で２業者ずつ確認をしたところ、額が非

常に少ないというようなことから、経済的な部分、あるいはその事業所においての補助し

たことによる振興、雇用等に結びつく部分については少ないのではないかというようなこ

とから、この時点においては見送ったというようなことになっております。 

 以上です。 

〇金木委員長 寺沢委員。 

〇寺沢委員 私が聞いている声というのは、少しでも営業利益を上げるためにそういった

必要経費の部分を軽減したいという切実な声なのです。いわば。ですから、昨日の一般質

問の中でも利息補填１％という形でどうかという、そういう議論もなされたわけですけれ

ども、地元、羽幌町で長年頑張っておられる商工業者にも、額面は少なくても支援の施策

を利用していただくという、そういう観点からも、できるのであればやるべきではないか

なという私の思いであったわけなのです。雇用にはつながらなくても、利益をそれで上げ

ていただいて税金として還元していただくとか、そういう発想というのもあると思うので

すけれども、そういう観点での施策の検討というのはできないものなのでしょうか。 

〇金木委員長 江良副町長。 

〇江良副町長 ただいまの質問でございますけれども、例えば旅館ですとか、そういうよ

うな営業の部分まで対象を広げていきますと、ほぼ今、水道の用途で言っております営業

用と言われているものについては、水の使用量に応じて料金が発生しているわけですから、

商売が順調に進めば水道の使用量も上がっていくのでしょうから、そういうふうになると、

どこで判断をしたらいいのかというような問題もありますし、そのために営業用というよ

うなくくりの中で水道事業として経営をしているわけですので、そういうような観点から、

補助、支援というようなことは現在考えておりません。 

〇金木委員長 小寺委員。 
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〇小寺委員 それでは、資料の１４９ページ、毎年予算なり決算が出たときに自分も聞く

のですけれども、有価証券と出資による権利ということでそれぞれ４，０００万円、３，

１００万円ということであるのですが、前回も聞いたとおりなのですけれども、この中に、

先ほど監査委員の報告の中で、売り買いがないわけで、増減はありませんということの報

告があったのですけれども、株式会社ハートタウンはぼろのそれがどちらに入るかわから

ないのですけれども、２，０００万円の出資金になるのか、有価証券になるのか、まずど

ちら側に分類されるのか。 

〇金木委員長 財務課大平課長。 

〇大平財務課長 お答えいたします。 

 今おっしゃられました株券につきましては、有価証券の中に入ってございます。 

〇金木委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 増減がないのは前回も聞いたとおりでわかっているのですが、今後会社がど

うなるかによっても、損失になるのか、プラスになるのであればすぐにでも売っていただ

いてということも考えられるのですが、議会としても個人としても余り情報が入ってこな

いのです。会社が今どうなっているのか、会社とはどういう話し合いが行われているのか。 

 平成２８年の３月８日の一般質問の中で、これから協議が必要なのではないでしょうか

ということで最後に話した際に、副町長の答弁だったのですが、検証結果も出たので、こ

れからは会社と商工会と協議を、今まではできなかったけれども、再開していくのだとい

う話があって、１年半過ぎた段階で、どのくらいの頻度で話し合いが行われていて、情報

は本当に新聞しかないのです。新聞で、ああ、こんなことになっているのかと。１年の中

でどのぐらいの話し合いと、今会社がどういう状況になっているのか、そして町としてど

ういう立ち位置に立っていくのか、もしその辺の見解があれば。 

〇金木委員長 今の質問についてですが、決算特別委員会という形ではありますけれども、

重要な案件でありますし、なかなか答えづらい面もあるのかもしれませんが、あくまでも

この場で決算委員会として答えられる部分、答弁をお願いしたいと思います。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時５３分 

再開 午後 １時５３分 

 

〇金木委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 熊木課長。 

〇熊木商工観光課長 私のほうから、６月末の……失礼しました。株主総会以降のことと

いうことで経過を説明させていただきたいと思います。 

 株主総会は報道されているように開催されたのですが、それ以降の関係について、三者

協議というようなことで現在進めております。三者というのは、商工会、町、そして会社



 - 26 - 

側の三者というようなことで、うちのほうから経営にかかわる内容について、今まで報告

はされたのですが、改めて幾つか質問事項を相手方に出しまして、その回答をもとに協議

をした経緯があります。その三者協議については、１回開催された経過にあります。その

結果をもとに再度内部で協議し、今後さらに質問等を相手方に照会しながら、今後の運営

状況、それから会社の方針等を出していくというようなことで今推移しております。ただ、

いかんせん向こう側としてはその状況がかなり遅いというようなこともありまして、うち

のほうでもなるべくスムーズな三者協議においての方向性を導き出したいというようなこ

とで考えて、向こうのほうに対しても要望をしているところであります。 

〇金木委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 自分としては、有価証券として買ったお金ということで、株主としての立場

と、あとは町としての立場と、大変だとは思うのですけれども、ただ、今決算はそのまま

２，０００万ということですけれども、今後この証券がどうなっていくかということも含

めてこの決算で取り上げたいと思ったのです。先ほど課長の話ですと６月総会以降１回と

いうことで、その前、昨年から含めて自分はやっぱり、しょっちゅう連絡をとり合って、

相手が来ないのであればどんどん早く回答が欲しいということで、協議は頻繁に行うべき

だというふうに思うのですけれども、総会前はどのぐらいの話し合いが行われていたので

しょうか。 

〇金木委員長 熊木課長。 

〇熊木商工観光課長 総会前につきましては、１度、同じような形で協議はしております。

ただ、先ほど申し上げましたように、なかなかうちの要望に対してテーブルに着くという

ようなことが難しい状況にあります。うちのほうから要望を出したとしても、なかなかそ

れが実現しないような状況もあります。今後もその辺を踏まえまして会社側に要望しなが

ら、協議を進めてまいりたいということで考えております。 

〇金木委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 羽幌町の立場としても毅然とする態度で、２，０００万、町のお金としても

町民のお金を集めた中のお金だと私は思うのです。ぜひ情報がわかり次第、議会を通じて

でもよろしいですし、広報ですとかさまざまな媒体を使って町民に今どういうふうな状況

になっているのかを伝えてほしいなというふうに思いますけれども、その辺、伝えるとい

うか、議会もありますし、いろんな方法があると思うのですけれども、そういう手法を使

いながら現状を伝えるという作業についてはどうでしょうか。 

〇金木委員長 江良副町長。 

〇江良副町長 委員おっしゃるとおり、今会社側と交渉というか、話し合いをしておりま

して、いずれ会社側が言っているような、例えば清算ですとかということになりますと、

出資金の減額といいますか、清算になりますので、２，０００万が１０分の１、１割程度

に落ちるだとか、そういうようなことにもなりかねません。そうなりますと、税金がそう

いうような形になるということもありますので、町としてはぜひ会社の言い分も含めて議
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会側にも説明をしたいのですが、そうはいっても議会側でそれが納得できるかという問題

もありますので、我々としては会社側にぜひ議会の場でそういうような形についてきちん

と説明していただきたいというようなことも提案をしているのですが、会社側としてはま

だそこまで踏ん切れていないというような状況の中で現在協議が進められているという状

況であります。 

 もともと会社自体は、施設買い取りの段階からまちづくり会社として再生をし、再出発

するのだというような前提でスタートしておりまして、町としてもそういうことを望んで

いるわけですが、現状、現体制ではそれがうまくいかないというような状況にありますの

で、ではそれにかわる代替案とかという、そういうものも協議のテーブルにのせてはいる

のですが、現執行部ではそこまで進み切れないというような状況もありまして、現在に至

っているという状況であります。いずれにしても協議が進めば、特別委員会の中にその部

分の説明もしなければなりませんので、そういう状況の中では、町側あるいは会社側も含

めて委員会に出席をして状況を説明するというようなことも現在町としては考えていると

いうところであります。 

〇金木委員長 暫時休憩にしたいと思います。 

 

休憩 午後 ２時００分 

再開 午後 ２時０９分 

 

〇金木委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 小寺委員。 

〇小寺委員 ７款商工費の観光振興事業についてお伺いします。 

 観光だと思うのですけれども、商工観光課が管理している朝日公園、サンセットビーチ、

キャンプ絡みでいくと焼尻の白浜キャンプ場も含めて、自分は観光施設にもなるのかなと

いうふうに思っています。２８年度の朝日公園、サンセットビーチ、白浜キャンプ場の利

用状況、あとそこに係る費用がもしわかれば教えてください。 

〇金木委員長 熊木課長。 

〇熊木商工観光課長 ２８年度におきます各施設の利用状況ということで報告をさせてい

ただきます。 

 まず、朝日公園が２，０５０人ということで利用されております。それから、ビーチの

関係なのですが、シーズン期間２万４，９９１人、それから焼尻の白浜についてはこのよ

うなカウントはとっておりません。ただ、天売、焼尻それぞれ１万８，０００ほどの観光

客がいるわけなのですが、この何％かは焼尻あるいは天売のほうにおいてキャンプをし、

なおかつ焼尻の白浜のほうも活用しているように理解はしているのですが、管理人等の設

置等もやっておりませんので、向こうの利用者についてのカウントはしていない状況にあ

ります。それと、それに係る経費なのですが、個々の経費というようなことではうちのほ
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う今現在押さえておりませんので、ご了承いただきたいなと思います。 

〇金木委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 先ほどから費用対効果はどうかということで質問はしたのですけれども、そ

れぞれキャンプ場としての施設である中で、お金はそれぞれ幾らずつかかっているかわか

らないのですけれども、朝日公園は管理人を入れている、ビーチに関しても高齢者事業団

を含めた方が管理をして、ただ収入としてのものはどちらも無料で全てやっていますので、

ないとは思うのですけれども、町が管理しているということで、費用対効果を計算して、

効果がある、誰のために使う施設なのか、それがあっての管理運営だと思うのですけれど

も、朝日公園を運営している、サンセットビーチを運営している、どのような効果が出て

いるのか、使ったお金に対して人数で割るのか、その辺、費用対効果の出し方について教

えていただきたいのですが。 

〇金木委員長 熊木課長。 

〇熊木商工観光課長 当然、今委員おっしゃったように、効果というような部分は必要だ

ろうとは思うのですけれども、費用対効果、幾ら来たから幾らかかったというようなこと

の算定は今のところやっておりません。あくまでも利用者においての観光施設に対する全

体的なアンケート、意向等は部分的に聞けるものは聞いているという、そういう中からう

ちのほうは評価しているというような状況です。 

〇金木委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 それでは、個別の施設に対しての観光客の評価は、アンケートはしているし、

わかるところはわかるし、わからないところはわからないということなのですが、自分は

観光施設に関しては観光客の声を聞くべきだと思うのです。町の中のことですと、町長の

ふれあいトークですとかで町民の方が声を出す、それを町長が聞いているのと同じように

観光客の声も聞くべきだと思うのですが、観光客の声というのを重視するのか、それより

も効果、お金含めてそっちを重視するのか、その辺はいかがでしょうか。 

〇金木委員長 熊木課長。 

〇熊木商工観光課長 来場者、来客者、そういう方々の声については重要視したいなとい

うようなことでは考えているのですが、先ほど申し上げましたように、羽幌町に対する観

光施設を含めた観光全般に係る意見等の部分についてはアンケート等で集約しているとい

うのはご理解いただきたいなと思います。個々に関してはできるものについてはやってい

る状況なのですが、先ほどのそれぞれの施設、ビーチ、それから朝日公園、焼尻の白浜等

については、そういう意見については個々の施設というようなことでの実施はないという

ような状況であります。 

〇金木委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 課長の答弁を僕なりに理解すると、観光客の意見を聞いて、それをする、し

ないはもちろん町の財政もありますし、町長の判断もあるので、できることとできないこ

とがあるというのは十分理解します。 
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 何でこんな話をしたかというと、先日観光、キャンプに来た人が、話は焼尻島のキャン

プ場の話なのですけれども、こういうものがあったらもっと利用しやすいですねという声

を聞いたので、自分は観光課にその意見を届けたのです。決してやってくださいとかやる

べきということではなくて観光客の言葉を伝えたときに、先ほども何回も言っていますけ

れども、費用対効果を考えて話してくれと。費用対効果を考えないでそんなことは言うな

という答弁をいただいたので、自分はそのままその観光客の方に伝えました。羽幌町とし

ては費用対効果を考えて意見を言ってほしいということで言葉を預かって伝えたというふ

うになっているので、できたら、先ほど課長が答弁したように、聞くものは聞いて、そし

て今後できるもの、できないものは精査していただいて進めていってほしいなというふう

に思います。観光だけではないと思いますけれども、今回はあえて観光で聞いたのですけ

れども、町長、いかが思いますか。今後。観光客の声を十分に聞くということは大事だと

私自身は思うのですけれども、その辺はいかが考えていますか。 

〇金木委員長 駒井町長。 

〇駒井町長 観光客の意見を聞くということは、私も重要だと思います。それは、観光に

限らずさまざまな分野で、町民の声を聞いて執行していくということが役場の立場であろ

うというふうに思っております。 

〇金木委員長 小寺委員。 

〇小寺委員 よりよい観光事業、特に、１次産業に力を入れているという町長の思いもあ

りますけれども、羽幌町は両島を抱えていますので、多くの観光客が羽幌町を訪れてくれ

ます。ぜひ耳を傾けていただいて、いい観光地である羽幌をつくっていただきたいという

願いを込めて終わります。 

〇金木委員長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第１号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号 平成２８年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定については原

案のとおり認定されました。 

 認定第２号 平成２８年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、

これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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〇金木委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第２号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第２号 平成２８年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定については原案のとおり認定されました。 

 認定第３号 平成２８年度羽幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、

これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第３号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第３号 平成２８年度羽幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定については原案のとおり認定されました。 

 認定第４号 平成２８年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、こ

れから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第４号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第４号 平成２８年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定

については原案のとおり認定されました。 
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 認定第５号 平成２８年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、これ

から質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第５号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第５号 平成２８年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついては原案のとおり認定されました。 

 認定第６号 平成２８年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、こ

れから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第６号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第６号 平成２８年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定

については原案のとおり認定されました。 

 認定第７号 平成２８年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定について、こ

れから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第７号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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〇金木委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第７号 平成２８年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定

については原案のとおり認定されました。 

 認定第８号 平成２８年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定について、これか

ら質疑を行います。 

 寺沢委員。 

〇寺沢委員 それでは、水道の会計について質問したいと思います。 

 まず、平成２８年度については収益と経費を差し引いて約５，０００万近くの純利益が

出たということは、水道事業については効率的な運営、そして経費の削減ということでう

まくいっているということで、それは関係各位に敬意を表したいというふうに思います。

利益に関してなのですけれども、昨年も同程度の純利益があり、ここずっと黒字が続いて

いる状況かというふうに思います。全体の会計を見ると３億から４億ぐらいは、余裕とい

う言い方は正しくないかもしれませんが、貯蓄に当たるような部分があるのかなというふ

うに見受けられるわけですけれども、そこで水道料金について私は触れたいというふうに

思います。 

 現在水道料金は、基本料金が一般が１０トンまでで２，８５０円、超過分については１

立方メートル３００円ということで徴収しています。営業については１５トンまでで基本

料金が４，７４０円、超過分については１立方メートル３２０円というような形で、その

他もさまざま工業用とか団体用とかそういう分け方、料金設定がありますけれども、その

ような形で運営されてきております。この料金体系については、結構前に議論をした上で、

ある程度先を見通して、細かな変更をしなくても済むような形で設定しましょうというこ

とでこの金額に落ちついた経緯を私は承知しておりますけれども、何年間この料金で営業

されてきたのか、昨年度で何年目になるのかということでまずはお答えをいただきたいと

いうふうに思います。 

〇金木委員長 上下水道課宮崎課長。 

〇宮崎上下水道課長 お答えいたします。 

 現在の水道使用料につきましては、平成１７年度からこの料金で行っているというふう

に認識しています。 

〇金木委員長 寺沢委員。 

〇寺沢委員 ということは、ちょうど今年１０年経過して……済みません。２９年ですか

ら１２年経過してきているという、結構この料金で維持をしてきたということになります

ね。それで、管内ですとか道内の各水道料金を見渡してみますと、立方メートル当たりに

すると一般家庭で３００円近くの料金をお支払いいただいていることになります。営業に

関していうと、３００円ちょい超えたぐらいの１立方メートル当たりの料金をいただいて

いることになります。結構、税の中でも高い料金を徴収しております。 

 それで、私も先ほど企業振興という観点でお話をいたしましたが、水道料金の改定とい
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うことでそろそろ見直しをした上で、立方メートル当たりの単価をどの辺にしたらいいの

かということだとか、それから基本料金の一般の１０トンまで、それから営業の１５トン

までというのももうちょっと少なくしてもいいのではないかなというふうに常々感じてお

ります。さまざまな家庭のスタイルがございますし、今は核家族化が言うまでもなく進ん

だ上に、高齢者だけの家族とか、あるいはひとり暮らしの方もいらっしゃいます。それか

ら、営業されている方でも、たくさん水を使用する業態もあれば、そうでない業態もある

ということで、その辺を細かく設定することによって、負担も若干減ったなというような、

利用者に対する気持ちになってもいただけるのではないかなというふうに思うのですけれ

ども、そろそろそういうことで見直しのタイミングではないかと私は感じているのですけ

れども、その辺はいかがでしょうか。 

〇金木委員長 駒井町長。 

〇駒井町長 大変ありがとうございます。平成１０年ということは私も記憶にありません

でしたが、たしか……１７年ということで、たしか課長さんが伊勢田さんだったと思いま

すけれども、その当時から水圧の関係とか望潮山の上のほうにある大きい配水池、そうい

ったことで設備にお金がかかるということでたしか上げた記憶がございますし、そのとき

もいろいろご意見もあったようにも覚えております。 

 実際でいきますと、今のご意見の範疇では、私としては改定をする意思を持ちません。

なぜなら、これを黒字で持っていかないということになると、事業会計ですので、そこに

一般財源が今度入るというようなことになるとまた大変な事態が起きるわけでございます

ので、何年か前には内部留保していたものも、借金があるのだからそっちに回せというこ

とで議会の提言を受けまして、そっちの返済に充てた経緯も覚えております。そんな格好

で、まだまだ水道管あるいは今年締結いたしました浄水場の電送関係の改良工事ですとか

そういったものも大きなものがどんどん、１つ終わればまた１つというような格好で出て

まいりますので、その辺をご理解をいただきたいと思います。 

〇金木委員長 寺沢委員。 

〇寺沢委員 それでは、聞きますけれども、これまでも量水器の取りかえ、それから老朽

化した水道管の布設替、計画的に行ってきております。それらに加えて新たな大きな事業

というのはどんなものが予定されているのか、課長、教えてください。 

〇金木委員長 宮崎課長。 

〇宮崎上下水道課長 お答えいたします。 

 今後の当面の設備投資の見通しということだと思うのですけれども、まず今年度と来年

度で浄水場の受配電設備を更新するということで予算をつけていただいて、先般契約をし

たところでございます。これにつきましては１億４，０００万余りという契約額でござい

まして、これを来年度まで行うというところと、あとこれはあくまでも今後の予定なので

すが、配水池の防水塗装も残り３基ほどございまして、このあたりもお金がかかってくる

のかなというところがございます。その他、管渠の布設替についても予定をしているとこ
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ろでございます。 

 以上です。 

〇金木委員長 寺沢委員。 

〇寺沢委員 金額の決算ベースでいくと、大体年間５，０００万程度ということで利益が

生まれているということですよね。それに対して、そういう経過で来ていて、町長、事業

とか今後の見通しの検証もせずに見直しをしないとここで断言して大丈夫ですか。 

〇金木委員長 駒井町長。 

〇駒井町長 それが私が考える経営方針でございますので、そういうふうに思います。実

際今回の浄水場の電気回り、それも何十年も過ぎて、普通ではもっと早くに取り組んでい

るというような状況があります。そういったことで大変辛抱して今までやってきているの

で、このように黒字あるいは借金の返済というふうなことにもなっておりますし、一番は、

委員も指摘いただきました、基本料金が１０トンで２，８５０円、それから１立方メート

ル当たりの単価が高いというのも承知しております。それは、パックという薬とジアとい

う薬、それがうちの原水では大変必要だというふうになっております。そこの部分を何年

だったか、数年前に粉から液体に変えて、人手が減るような設備に変えております。そう

いったことも今まではできないでいたような状況でございますので、また目に見えない設

備等かかるような状況も大変大きなものを抱えている施設でございますので、その辺のと

ころをご理解いただきたいと思います。 

〇金木委員長 寺沢委員。 

〇寺沢委員 私は、町民の方々の声を何とかお届けしなければいけないということで意見

を述べさせていただいております。少なくとも今後どれぐらいの経費がかかって、そして

収益の見通しがどうなるのか、例えば人口減少による水の利用が減っていくという、そう

いう想定も立ちますし、一度検証をしっかりして、その上でできるのであれば料金の見直

しをしてほしいという、そういうお話ですけれども、余りにも私の経営方針だからという

ことで見直しはしないというのは私にはワンマンに聞こえるのですけれども、本当に検証

もしていただけないのでしょうか。 

〇金木委員長 宮崎課長。 

〇宮崎上下水道課長 お答えいたします。 

 当面の収支シミュレーションのようなものもうちのほうではございまして、予算編成時

期等に内部で協議をしてきているところです。また、今後においても引き続きまして収支

の状況、見通し等しっかりと立てた中で相談をしながら、今後は判断することになろうか

というふうに思っております。 

 以上です。 

〇金木委員長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第８号について採決します。 

 本案は、原案のとおり可決及び認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇金木委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第８号 平成２８年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定につ

いては原案のとおり可決及び認定されました。 

 以上で各会計決算認定については、それぞれ可決及び認定することに決定しました。再

開する本会議において報告することにいたします。 

 

    ◎町長挨拶 

〇金木委員長 次に、駒井町長から挨拶の申し出がありますので、これを許します。 

 町長、駒井久晃様。 

〇駒井町長 平成２８年度の各会計決算認定に際しまして、長時間にわたり慎重なご審議

をいただき、まことにありがとうございました。冒頭の提案説明のときにも申し上げまし

たが、現在の景気につきましては上向きの兆しを見せていると言われるものの、地方にお

いてはなかなか感じられず、依然として厳しい経済情勢の中でさまざまな課題に取り組ん

でいかなければなりません。我が町におきましても限られた財源の中で効率的な取り組み

を進めるべく、知恵を出しながら、有効な予算の使い方を念頭に効果的な事務事業の執行

に努めてまいりたいと考えております。 

 平成２８年度決算につきましてご承認いただきましたことにお礼を申し上げまして、挨

拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。 

 

    ◎委員長挨拶 

〇金木委員長 それでは、委員長退任に当たりまして、一言お礼のご挨拶を申し上げます。 

 委員各位におかれましては、終始ご熱心に審議を賜り、まことにありがとうございまし

た。また、理事者各位におかれましても、本日の資料の作成並びに審査の円滑な運営にご

協力いただきましたことを厚くお礼申し上げます。皆様方のご理解とご協力により、決算

特別委員会の議案審議を滞りなく終了することができました。心よりお礼を申し上げまし

て、退任の挨拶とさせていただきます。 

 長時間にわたり審議いただき、ありがとうございました。 

（閉会 午後 ２時３８分） 

 


